
立川市クリーンセンター環境学習イベント フリーマーケット募集要領 

 

                         立川市環境資源循環部ごみ対策課 

 

Ⅰ．この要領は、立川市クリーンセンター環境学習イベントにおいてフリーマーケットを開催することによ

り、家庭から出る不用品のリユースを推進し、ごみの排出を抑制するとともに、ごみ減量及びリユースに

対する意識の啓発を図ることを目的とする。 

 

Ⅱ．出店資格 

 (1) 出店者（申請者）は、開催年度の４月１日時点で満 18歳以上であること。 

 (2) 出店者は、販売を業としていないこと。但し、本来の業とは関わりのない家庭の不用品のみを販売

すると主催者が認めたものについては出店を認める。 

 ※その他主催者が不適当と判断した場合、出店は認めない。 

 

Ⅲ．出店条件 

 (1) 当日は事前に郵送または送信している出店証を提示すること。 

 (2) 当日は原則として出店者（申請者）が参加すること。 

 (3) 荷物を搬入する車両のサイズは普通自動車（全長 5.0ｍ×全幅 2.0ｍ）以下とすること。（大型・中

型・準中型自動車は不可） 

(4) 以下の物品を販売しないこと。 

1. 飲食品類 ・生鮮食品類 （野菜、たばこ、酒類を含む） 

2. 薬品類 （医薬品を含む） 

3. 生き物（動物・昆虫等） 

4. 違法コピー商品（偽ブランド品等） 

5. 危険物（石油、ガス類・模造刀・モデルガン・ナイフ・包丁等） 

6. 商品説明を偽ったもの（骨董品の詐欺販売等） 

7. 当日、同じ会場内で購入または調達した物 

8. 法律上販売できないものや教育上好ましくない物 

9. 手作り品（再利用品で作られたものについては可） 

10. その他主催者が不適当と判断する物（くじ・高価な物・故障品・盗品等） 

(5) 販売において以下の物品を使用しないこと。 

1. 拡声器 

2. 発電機 

3. その他主催者が不適当と判断する販売方法 

(6) 出店者は、撤収前、出店場所及びその周辺の清掃を行い、発生したゴミは必ず持ち帰ること。 

（7）物品・金銭の管理は出店者の責任に於いて行うこと。なお、主催者は盗難や万引きなどの弁済責任は

負わない。 

(8) 会場での物品・金銭のやり取りや事故などの対応は当事者間の責任に於いて行うこと。 

（9) 出店者は、スタッフ・巡回員の指示に従うこと。なお、出店者が指示に従わない場合や本要領を守ら

ない場合、主催者は退去を命じることがある。 

(10) 出店者は、主催者の指示に従わず会場施設などを傷つけた場合、当事者の費用と負担に於いて原状回



復すること。 

Ⅳ．その他 

 (1) 出店希望者が多数の場合及び出店区画の割り当ては抽選とする。抽選は主催者が行い、抽選結果を

別途通知するものとする。 

 (2) 出店区画の広さは（1区画あたり約 7.5㎡  幅 2.5m×奥行３m程度）。但し、区画には「車両を出店

区画裏に駐車する区画」と「車両を敷地内の少し離れた場所に駐車する区画」の２種類があり、「車

両を出店区画裏に駐車する区画」は駐車スペース（長さ 5.0または 6.0ｍ×幅 2.5ｍ）＋出店区画（幅

2.5m×奥行３m）、「車両を敷地内の少し離れた場所に駐車する区画」は出店区画（幅 2.5m×奥行３m）

のみとなります。 

  (3) 会場や運営の都合上、やむを得ず出店場所・レイアウトを変更する場合がある。 

 (4) 会場(立川市クリーンセンター敷地内)は車内を含み全面禁煙とする。 

 (5) 雨天開催の判断については、立川市クリーンセンター環境学習イベントの判断を仰ぐこととする。 

 (6) 出店者は、出店キャンセルについて、確定次第速やかに主催者まで連絡すること。 

(7) 他の出店者、立川市クリーンセンター環境学習イベント及びフリーマーケット来場者の迷惑となる

ような行為は一切禁止とする。 

(8) 区画内での販売は「Ⅲ.出店条件」に合致している限り自由とし、売上は出店者に帰属する。 

 

Ⅴ．当日の流れ及び販売時間について 

 

 時間 備考 

入場/準備 

・車両通行確認証兼出店証に記載され

た時間に入場してください。 

・販売時間まで準備 

・入場時、事前に郵送した車両通行確認証兼出

店証を主催者に提示してください。その後、

自身の区画にて準備を行ってください。 

・搬入車両の駐車するスペースが出店区画裏ま

たは敷地内の少し離れた駐車場のため、必ず

主催者の指示に従ってください。 

販売 

・販売時間：10時～15時 

※立川市クリーンセンター環境学習イベントに併せ

て開始とする 

・駐車後撤収まで車両の移動はできません。 

・販売ブースでの出店者の飲食は可能ですが、

他出店者等が不快にならないよう御注意下さ

い。 

退場 ・15時以降 

・15時になったら閉店し、片づけを開始し、 

16時までに完全撤収してください（厳守）。 

・車両の搬出ルートについては、主催者の指示

に従ってください。 


